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月刊　宇城通信あなたのくらしにピタッと

講
座

　ガ
ー
デ
ン
・
エ
コ
・
フ
ラ
ワ
ー

　講
座

　庭
や
野
に
咲
く
草
花
を
使
っ
た
フ
ラ

ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
を
学
び
ま
し
ょ
う
。

日 

程

　６
月
17
日
、
７
月
15
日
、
９
月

16
日
、
10
月
14
日
、
11
月
18
日
、
12

月
16
日（
全
て
金
曜
）

時
間

　10
時
〜
12
時

場
所

　三
角
防
災
拠
点
セ
ン
タ
ー

対
象

　市
在
住
・
勤
務
の
人

定
員

　15
人

　講
師

　堀
川
弘
子

受 

講
料

　１
５
０
０
円（
全
６
回
分
）

申
込
期
限

　６
月
10
日
㊎

申
込
方
法

　窓
口
、
電
話

問 

文
化
ス
ポ
ー
ツ
課 

☎（
32
）１
９
４
５

　豊
野
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

　

　セ
ン
タ
ー
講
座

■ 

き
め
こ
み
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
教
室

日 

程

　 7
月
4
日
〜

令
和
5
年
2
月
20

日（
第
1
・
3
㊊
、

月
2
回
）

時 

間

　13
時
30
分
〜

15
時
30
分

■ 

さ
し
よ
り
野
菜
Ｃク

ッ

キ

ン

グ

ｏ
ｏ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ

日 

程

　

 

7
月
14
日
〜
令
和
5
年
2
月
9

日（
第
2
㊍
、
月
1
回
）

時
間

　10
時
〜
13
時

内
容

　健
康
を
意
識
し
た
食
事
作
り

■ 

共
通
事
項

募
集
期
間

　６
月
13
日
㊊
〜
17
日
㊎

申 

込
方
法

　電
話（
受
け
付
け
は
８
時

30
分
〜
17
時
15
分
）

定
員

　先
着
10
人（
新
規
受
講
生
優
先
）

参
加
費

　材
料
費
の
み

※
人
権
学
習
を
数
回
行
い
ま
す
。

問 

豊
野
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

　

 

☎（
45
）２
９
５
５

　Ｓ
Ｃ
Ｃ
宇
城

　
　
　
　
　
　

　夏
休
み
水
泳
教
室

日 
程

　７
月
26
日
㊋
〜
29
日
㊎
、
８
月

2
日
㊋
〜
5
日
㊎（
全
８
日
間
）

時
間

　９
時
〜
10
時

場
所

　宇
城
市
民
プ
ー
ル（
松
橋
町
）

対 

象

　泳
ぎ
が
苦
手
な
市
内
の
小
学
生

定
員

　30
人

　※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選

参 

加
費

　３
５
０
０
円（
保
険
料
・
プ
ー

ル
利
用
料
込
み
）

　※ 

Ｓ
Ｃ
Ｃ
宇
城
会
員
・
学
童
Ｓ
Ｃ
会

員
は
２
０
０
０
円

申
込
期
限

　６
月
30
日
㊍

申 

込
方
法

　必
要
事
項（
子
ど
も
の
氏

名
・
学
年
・
学
校
名
、
住
所
、
電
話

番
号
、
保
護
者
名
）を
記
入
し
送
信

▪
Ｆ
Ａ
Ｘ

　（
53
）９
３
５
８

▪
メ
ー
ル

　

sc.sccuki@
gm
ail.com

知ってほしい 「国民健康保険制度」　vol.2

未就学児に対する 軽減措置が始まります

問 医療保険課　☎32‒1417

　国民健康保険税を算定するときの「均等割」は
世帯の国保加入者数に応じて負担する金額です。
　本年度から、未就学の被保険者の均等割額の
2分の1を軽減。すでに軽減措置を受けている低
所得世帯は、さらに2分の1を軽減します。申請
は不要です。
対象　 国民健康保険に加入する未就学児 (6歳に

達する日以後、最初の3月31日以前であ
る被保険者 )

　　　 ※ 本年度分は、平成28年4月2日以降に生
まれた人

国民健康保険税の均等割額（年額）

低所得世帯への軽減措置 従来 本年度以降

なし 34,700円 17,350円

7割軽減 10,410円 5,205円

5割軽減 17,350円 8,675円

2割軽減 27,760円 13,880円

本年度
から

▪
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

問 

総
合
型
ク
ラ
ブ
Ｓ
Ｃ
Ｃ
宇
城

　

 

☎（
53
）９
３
５
２（
平
日
10
時
〜
16
時
）

助
成
・
補
助

　不
妊
治
療
費
を
助
成
し
ま
す

　一
般
・
特
定
不
妊
治
療
を
受
け
る
夫

婦
に
対
し
、
治
療
費
を
助
成
し
ま
す
。

対 

象
費
用

　治
療
費
用
の
自
己
負
担
分

　※ 

文
書
料
、
入
院
時
の
食
事
療
養
標

準
負
担
額
・
個
室
料
な
ど
は
除
く
。

助
成
限
度
額

　一
般

　

 

上
限
５
万
円
／
１
回
の
妊
娠

に
必
要
な
治
療
ご
と

　特
定

　上
限
８
万
円
／
年
度

申
請
期
限

　一
般

　治
療
日
か
ら
６
カ
月
以
内

　特
定

　

 

県
な
ど
の
承
認
日
か
ら
６
カ

月
以
内

※ 

治
療
内
容
で
要
件
や
限
度
額
な
ど
が

異
な
り
ま
す
。

問 

市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

 

☎（
32
）７
１
０
０

LINE 登録は
こちら

19 広報うき 2022・6・1

　宇
城
市
結
婚
新
生
活
支
援
事
業
補
助
金

　新
婚
さ
ん
の
新
生
活
を
応
援

　市
内
に
居
住
す
る
新
婚
世
帯
の
住
居

費
用
な
ど
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
世
帯

　次
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と

▪
婚
姻
日
時
点
で
夫
婦
共
に
39
歳
以
下

▪ 

婚
姻
日
が
令
和
４
年
４
月
１
日
〜
令

和
５
年
３
月
31
日

▪
夫
婦
の
合
計
所
得
が
４
０
０
万
円
未
満

▪ 

補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
か
ら
２
年

以
上
継
続
し
て
市
内
に
居
住
す
る
意

思
が
あ
る

▪
市
税
の
滞
納
が
な
い

▪ 

過
去
に
当
補
助
金（
他
市
町
村
含
む
）

の
受
給
歴
が
な
い

対 

象
費
用

　婚
姻
に
伴
う
次
の
も
の

▪
住
居
費

　

 

新
居
の
購
入
費
、
新
居
の
リ
フ
ォ
ー

ム
費
、
新
居
の
家
賃
、
敷
金
、
礼
金
、

共
益
費
、
仲
介
手
数
料

▪
新
居
へ
の
引
っ
越
し
費
用

　

 

引
っ
越
し
業
者
や
運
搬
業
者
に
支

払
っ
た
費
用

補
助
額

　※
予
算
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

①
夫
婦
共
に
29
歳
以
下  

上
限
60
万
円

②
①
以
外
の
夫
婦

　上
限
30
万
円

問 

子
ど
も
未
来
課  

☎（
33
）１
１
１
８

　こ
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
の

　交
付
申
請
は
お
済
み
で
す
か

　０
歳
〜
中
学
生
の
医
療
費
を
助
成
し

て
い
ま
す
。

申 

請
が
必
要
な
場
合

　出
生
、
市
外
か

ら
の
転
入
、
加
入
す
る
健
康
保
険
の

変
更
な
ど

申
請
窓
口

　医
療
保
険
課
、
各
支
所

申
請
に
必
要
な
も
の

▪
対
象
と
な
る
子
ど
も
の
健
康
保
険
証

▪
生
計
維
持
者
の
通
帳
な
ど

問 

医
療
保
険
課

　☎（
32
）１
４
１
７

　狩
猟
免
許
の
取
得
を

　
　
　

　補
助
し
ま
す

対
象

　次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

▪
市
在
住

▪ 

本
年
度
に
狩
猟
免
許
を
取
得
後
、
猟

友
会
に
加
入
し
、
有
害
鳥
獣
捕
獲
員

と
し
て
業
務
を
遂
行
で
き
る

▪
市
税
の
滞
納
が
な
い

対 

象
経
費

　狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
、

医
師
の
診
断
書
料
、
狩
猟
免
許
試
験

初
心
者
講
習
会
受
講
料（
テ
キ
ス
ト

代
を
含
む
）

　※
領
収
書
が
必
要
で
す
。

補
助
額

　対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内

問 

農
政
課

　☎（
32
）１
６
４
１

※ 児童手当などが支給されなくなった後に、所得が❷を
下回った場合、改めて認定請求などの提出が必要とな
ります。
※ 限度額は、扶養親族などの数に応じ、一人につき38
万円を加算した額。扶養親族などの同一生計の配偶者
が70歳以上の場合や老人扶養親族の場合は44万円。
※ 「収入額の目安」はあくまで目安。給与所得控除、雑損
控除などを控除した後の所得額で確認します。

届け出や支給内容が
変更に

－新設－

扶養親族などの
人数

❶所得制限限度額 ❷所得上限限度額

所得額 収入額
の目安 所得額 収入額

の目安

0人 622 833.3 858 1,071

1人 660 875.6 896 1,124

2人 698 917.8 934 1,162

3人 736 960 972 1,200

4人 774 1,002 1,010 1,238

5人 812 1,040 1,048 1,276

前年度末に
子が生まれていない

子1人＋年収103万
円以下の配偶者
子2人＋年収103万
円以下の配偶者
子3人＋年収103万
円以下の配偶者
子4人＋年収103万
円以下の配偶者

子が1人

（例）

宇城市役所　〒869－0592 熊本県宇城市松橋町大野85　本庁 ☎32ー1111
三角支所 ☎53ー1111　不知火支所 ☎33ー1111　小川支所 ☎43ー1111　豊野支所 ☎45ー2111

市HP

オンライン
申請も
できます
▼
市HP

児童手当が
改正

■ 改正1　現況届の提出が原則不要に

　本年度から、児童の養育状況が変わらなければ、
現況届の提出は原則不要となります。
現況届の提出が必要な場合
▪ 離婚協議中で配偶者と別居している
▪ 配偶者からの暴力などで、住民票の住所地と　
異なる市区町村で受給している
▪ 支給要件児童の戸籍・住民票がない
▪未成年後見人や施設などの受給者
▪市から提出の案内があった
▪次のような変更があった
　支給対象児童がいなくなった
　受給者や配偶者・児童の氏名や住所が変わった
　受給者の加入年金が変わった
　 受給者や配偶者が公務員になった
　 児童を養育する人と結婚した
　配偶者がいなくなった

■  改正2　所得上限限度額 を新設

支給額（月額）　※10月支給分（6～9月分）から
  ▪ 所得制限限度額 未満
  　 3歳未満　　　15,000円
  　 3歳～小学生　10,000円（第1・2子）
  　 　　　　　　  15,000円（第3子以降）
  　 中学生　　 　 10,000円
  ▪ 表の➊以上❷未満　一律5,000円
  ▪ 表の❷以上　手当などの支給はなし
収入額ごとの所得制限の目安
(単位：万円)

問 子ども未来課　☎33－1118


